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　平成24年度税制改正については、昨年9月末に
各省庁から税制改正要望が提出され、10月より政
府税制調査会で審議が開始された。その後、与党
の重点要望等を踏まえ、議論・調整が続けられ、
昨年12月10日に、「平成24年度税制改正大綱」が
取りまとめられた（同日閣議決定）。その後、12
月24日には、沖縄関連税制を追加するため、同大
綱の一部改正が閣議決定された＊1）。
　本稿においては、平成24年度税制改正大綱の経
緯と大綱の概要（国税部分）を説明したい。なお、
文中意見等にわたる部分は、筆者の個人的見解で
ある。

1.　 平成24年度税制改正大綱の
経緯

1.　平成24年度税制改正大綱の経緯
　政府税制調査会では、政権交代以降、我が国の
経済・社会の構造変化を踏まえながら、「公平・
透明・納得」の三原則をはじめ、平成22 年度税
制改正大綱で示した「5つの視点」に立って税制
改革を検討してきた。その上で、「社会保障の機
能強化」とそれを支える「財政の健全化」を同時
に達成し、国民の安心を実現するため、「社会保
障改革の推進について」（平成22年12月14日閣議
決定）に基づき、社会保障改革と、これと一体と
しての税制抜本改革の議論を進め、「社会保障・
税一体改革成案」（平成23年6月30日政府・与党社
会保障改革検討本部決定）を取りまとめた。

　他方、昨年3月11日に発生した東日本大震災に
対しては、税制においても、必要な対応を行って
おり、被災者等の負担の軽減及び復旧・復興へ向
けた取組みの推進を図るため、国税では二回、地
方税では三回にわたり税制上の臨時特例措置を講
じるとともに、復旧・復興のために要する財源に
ついて、歳出削減及び更なる税外収入の確保に加
え、時限的な税制措置を行うこととしている。こ
うした経緯の下、平成24年度税制改正においては、
平成22年度・平成23年度税制改正から税制抜本改
革へと通じる、税制全体及び各税目についての基
本的な考え方に立脚しつつ、特に喫緊の対応を要
する事項を中心に改正を行うこととされた。

2.　税制抜本改革へ向けて
　社会保障の機能を強化するとともにその安定財
源を確保し、社会保障強化と財政健全化を同時に
達成するため、社会保障と税の一体改革の検討が
進められ、昨年6月にその成案が取りまとめられ
た。成案においては、「税制抜本改革については、
政府は日本銀行と一体となってデフレ脱却と経済
活性化に向けた取組みを行い、これを通じて経済
状況を好転させることを条件として遅滞なく消費
税を含む税制抜本改革を実施するため、平成21年
度税制改正法附則104条に示された道筋に従って
平成23年度中に必要な法制上の措置を講じる」と
されており、これを受けて、9月に発足した野田
内閣の「基本方針」（平成23年9月2日閣議決定）
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＊1） 「平成24年度税制改正大綱」（平成23年12月10日閣議決定、平成23年12月24日一部改正）は、税制調査会のホ
ームページ（http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2011/__icsFiles/afi eldfi le/2011/12/26/231210taik
ou2.pdf）で入手できる。
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では、「社会保障・税一体改革成案を早急に具体
化する」こととされ、12月5日の政府・与党社会
保障改革本部では、野田総理から「年内目途に、
6月の『成案』を具体化した『素案』とりまとめ」
との指示がなされた。この総理指示を受け、税制
調査会においても、平成24年度税制改正と並行し
て、税制抜本改革の具体化に向けた検討が進めら
れた。その後、本年1月6日に「社会保障・税一体
改革素案」が政府・与党社会保障改革本部におい
て決定された。

2.　 平成24年度税制改正大綱の
概要

1.　基本的な考え方
　平成24年度税制改正に向けては、税制調査会に
おけるこれまでの議論の積み重ねにも立脚しなが
ら、成長戦略に資する税制措置、税制の公平性確
保と課税の適正化、地方税の充実と住民自治の確
立に向けた地方税制度改革、平成23年度税制改正

の積残し事項の取扱いといった、特に喫緊の対応
を要する税制改正を行うこととしている。

2.　大綱に盛り込まれた主な措置の概要
⑴ 個人所得課税
　所得税については、雇用形態や就業構造の変化
も踏まえながら、所得再分配機能等を回復するた
め、社会保障と税一体改革において、税率構造を
含む改革を進める必要があるが、平成24年度税制
改正では、それに先立ち、課税の適正化の観点等
から、緊要と考えられる以下の見直しを行う。
① 給与所得控除の上限設定(図表1)
　現在の給与所得控除は、給与収入に応じて逓増
的に控除が増加していく仕組みとなっており、上
限はない。しかし、給与所得者の必要経費が収入
の増加に応じて必ずしも増加するとは考えられな
いこと、また、主要国においても定額又は上限が
あること等から、給与収入が1,500万円を超える
場合の給与所得控除額については、245万円の上

図表1
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限を設けることとする。
② 特定支出控除の見直し(図表2)
　今般、給与所得控除に上限を設けることに併せ、
特定支出控除を使いやすくする観点から、特定支
出の範囲を拡大するとともに、特定支出控除の適
用判定の基準を見直す。
　具体的には、就労の多様化等を踏まえ、現在、
特定支出の範囲から除外されている弁護士、公認
会計士、税理士など、法令の規定に基づいてその
資格を有する者に限って特定の業務を営むことが
できる資格の取得費を特定支出の範囲に追加す
る。
　また、図書費、衣服費及び交際費（以下「勤務
必要経費」という。）も、特定支出の範囲に追加
する。なお、この勤務必要経費については、高額
なものを購入できる高額所得者を過度に優遇する
といった不公平が生じないよう、上限を設けるこ
ととする。
　さらに、特定支出控除の適用判定の基準となる

控除額については、給与所得控除の二つの性格に
ついて、各々2分の1であるとして、「勤務費用の
概算控除」部分、すなわち給与所得控除額の2分
の1の額とし、給与所得者の実額控除の機会を拡
大する。
③ 退職所得課税の見直し(図表3)
　一般的に、短期間勤務の結果支給される退職金
については、退職所得控除により課税が生じるこ
とは少ないと考えられるが、退職所得控除額を控
除した残額の2分の1を所得金額とする累進緩和措
置（以下「2分の1課税」という。）を前提に、短
期間のみ在職することが当初から予定されている
法人役員等が、給与の受取りを繰り延べて高額な
退職金を受け取ることにより、税負担を回避する
といった事例が指摘されている。
　このように、一般従業員の退職金とは相当に異
なる事情にあることを踏まえ、勤続年数5年以内
の法人役員等の退職所得について、2分の1課税を
廃止する。

図表2
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図表3

図表4
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⑵ 資産課税(図表4、5)
　平成24年度税制改正においては、特に若年世代
への資産の早期移転が喫緊の課題となっているこ
と、また裾野の広い住宅需要を刺激することはデ
フレ脱却に向けた内需拡大に資することを踏ま
え、省エネルギー性及び耐震性を備えた良質な住
宅ストックを形成する観点から、住宅取得等資金
に係る贈与税の非課税措置を拡充・延長する。
　また、相続税の連帯納付義務については、相続
後長期間が経過した後に履行を求められるケース
があるとの批判を踏まえ、そうしたケースの発生
を防止するための緩和措置を講じることとする。

⑶ 法人課税
　歴史的な水準の円高等を背景に産業空洞化が懸
念される中、国内での企業活動を活性化させ、雇
用の維持・拡充を図っていくこと、また、東日本
大震災からの復興を着実に達成し、これを我が国
全体の経済成長につなげていくことが重要な課題
となっている。法人税については、こうした観点
から、以下の措置を講じることとする。
① 企業活動の下支え・活性化(図表6、7、8)

　厳しい事業環境の中、我が国における研究開発
投資を促進し、経済の下支えを図る観点から、平
成23年度末で期限切れを迎える研究開発税制の上
乗せ特例である増加型・高水準型の措置の適用期
限を延長する。
　さらに、再生可能エネルギー投資を促進する観
点から、平成23年度税制改正で創設した環境関連
投資促進税制を拡充し、太陽光パネルや風力発電
設備に係る即時償却制度を創設する。加えて、資
源の安定確保を図るため、海外投資等損失準備金
制度を延長する。
　また、中小企業支援のため、中小企業投資促進
税制の拡充を図るなどの措置を講じる。
② 復興の支援
　政府は原子力発電所の事故の影響を大きく受け
る福島県の復旧・復興を支援するため、福島復興
再生特別措置法案（仮称）を策定することとして
いる。これに伴い、復興特区税制について、福島
県に設置される復興産業集積区域に係る特例を設
けるとともに、避難解除区域へ復帰する事業者を
支援するための措置を講じる。
　また、二重ローン問題を解決するために設置さ

図表5
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図表6

図表7
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図表8

図表9
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れる東日本大震災事業者再生支援機構や産業復興
機構の被災事業者支援スキームが円滑に行われる
よう必要な税制上の措置を講じる。

⑷ 環境関連税制
① 車体課税(図表9)
　自動車産業を巡る状況、地球温暖化対策や国及
び地方の財政状況などを踏まえて、簡素化、グリ
ーン化、負担の軽減等の観点から、自動車重量税
については、平成24年度において、車検証の交付
等の時点で燃費等の環境性能に関する一定の基準
（燃費基準等の切り替えに応じて変更。現時点で
は平成27年度燃費基準等）を満たしている自動車
には、本則税率を適用するとともに、それ以外の
自動車に適用される「当分の間税率」について、
13年超の自動車を除き、引き下げを行う。また、
地球温暖化対策の推進、自動車産業の技術的優位
性の確保・向上等の観点を踏まえ、いわゆる「エ
コカー減税」について、燃費基準等の切り替えを

行うとともに、特に環境性能に優れた自動車に対
する軽減措置を拡充した上で、平成27年4月まで3
年延長することとする。
② エネルギー課税(図表10)
　我が国においても税制による地球温暖化対策を
強化するとともに、エネルギー起源CO2排出抑制
のための諸施策を実施していく観点から、平成23
年度税制改正では見送られることとなった「地球
温暖化対策のための税」の実現を図る。具体的な
手法としては、広範な分野にわたりエネルギー起
源CO2排出抑制を図るため、全化石燃料を課税ベ
ースとする現行の石油石炭税にCO2排出量に応じ
た税率を上乗せする「地球温暖化対策のための課
税の特例」を設ける。この特例により上乗せする
税率は、原油及び石油製品については1キロリッ
トル当たり760円、ガス状炭化水素は1トン当たり
780円、石炭は1トン当たり670円とする。
　また、国及び地方の財政事情が非常に厳しい状
況にあることや、地球温暖化対策の観点も踏まえ、

図表10
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引き続き、揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取
税について当分の間として措置されている現在の
税率水準を維持することとする。

⑸ 国際課税
① 適正な課税及び徴収に向けた措置等
　国際課税については、国際的租税回避を防止し
て我が国の適切な課税権を確保すると同時に、投
資交流の促進等により我が国経済を活性化すると
いう基本的考え方に立ち、平成24年度税制改正に
おける主な取組みとしては、我が国が昨年11月に
税務行政執行共助条約に署名したこと等を踏ま
え、条約の国内担保法の整備の一環として、徴収
共助に関する規定の見直しを行う。
　加えて、国外財産に係る所得や相続財産の申告
漏れが近年増加傾向にあること等を踏まえ、内国
税の適正な課税及び徴収に資するため、一定額を
超える国外財産を保有する個人に対し、その保有

する国外財産に係る調書の提出を求める制度を創
設する。（図表11）
　また、支払利子を利用した課税ベースの流出リ
スクに対する近年の主要先進国における対応を踏
まえ、所得金額に比して過大な利子を関連者間で
支払うことを通じた租税回避を防止するための措
置を導入する。
　
⑹ 沖縄関連税制
　沖縄振興等に関する税制について、沖縄振興特
別措置法等の改正を前提に、沖縄の各種特区にお
ける所得控除率を35％から40％に引き上げること
等により、制度の拡充を図るとともに、国際物流、
観光地形成促進、産業イノベーションに係る特区
の創設、駐留軍用地の地方公共団体等による買取
りについて、譲渡所得の5,000万円特別控除の適
用、石油石炭税、航空機燃料税、揮発油税等の特
例措置の拡充又は延長、などの措置を講じる。

図表11
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